
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
で
き
る
年

金
の
手
続
き
が
増
え
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し

て
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格

取
得
・
種
別
変
更
、
国
民
年
金
免
除
・
納

付
猶
予
お
よ
び
学
生
納
付
特
例
の
電
子
申

請
が
可
能
で
し
た
が
、
さ
ら
に
次
の
手
続

き
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
新
た
に
可
能
と
な
っ
た
手
続
き

〇
国
民
年
金
付
加
保
険
料
納
付

　

申
出
書
・
該
当
届

〇
国
民
年
金
保
険
料

　

産
前
産
後
免
除
該
当
届

〇
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振
替

　

納
付
申
出
書
（
辞
退
申
出
書
）

■
利
用
方
法

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ロ
グ
イ
ン
し
、　

　

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
年
金
か
ら
お
手
続
き

　

し
て
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
に
は
、
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
４
桁
の
数
字
の
暗

　

証
番
号
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

市
民
係　

☎
内
線
１
６
３

　

鹿
屋
年
金
事
務
所

　

☎
０
９
９
４

－
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▲パソコン版

▲スマホ版

令
和
５
年
度
健
康
ポ
イ
ン
ト
の

交
換
が
始
ま
り
ま
す
！

　

令
和
５
年
度
に
交
付
さ
れ
た
「
垂
水
市
健

康
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
」
に
ポ
イ
ン
ト
が
５
ポ

イ
ン
ト
以
上
貯
ま
っ
て
い
る
方
は
、
垂
水
ス

タ
ン
プ
会
商
品
券
と
交
換
で
き
ま
す
の
で
、

交
換
期
間
内
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
交
換
開
始
日
　
５
月
15
日
（
水
）

■
時
間
　
８
時
30
分 

～ 

17
時
15
分

■
場
所

　

市
民
課
国
保
係
・
新
城
支
所
・
牛
根
支
所

■
持
参
す
る
も
の

・
令
和
５
年
度
垂
水
市

健
康
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド

・
申
請
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
等
）

■
交
換
期
限
　
９
月
30
日
（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

国
保
係　

☎
内
線
１
４
０

令
和
６
年
度
か
ら
医
療
費
通

知
の
通
知
回
数
が
変
更
！

　

垂
水
市
国
保
係
で
は
こ
れ
ま
で
国
保
加

入
世
帯
の
世
帯
主
宛
て
に
年
６
回
医
療
費

通
知
を
発
送
し
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
６

年
度
か
ら
通
知
回
数
を
次
の
と
お
り
変
更

い
た
し
ま
す
。

■
通
知
回
数
　
年
２
回

■
発
送
月

　
１
月
（
前
年
１
～
10
月
診
療
分
）

　

３
月
（
前
年
11
～
12
月
診
療
分
）

※
令
和
６
年
度
分
の
通
知
は
令
和
７
年
１

　

月
（
令
和
６
年
１
月
～
10
月
診
療
分
）、

　

令
和
７
年
３
月
（
令
和
６
年
11
月
～
12

　

月
診
療
分
）
の
２
回
に
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

国
保
係　

☎
内
線
１
６
１

令
和
６
年
度
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
）
の
納
付
期
限
と
減
免

手
続

■
納
付
期
限
　
５
月
31
日
（
金
）

※
納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
発
送
予
定

■
減
免
手
続

　
障
害
者
の
方
が
所
有
者
・
使
用
者
（
納

　

税
義
務
者
）
で
あ
る
軽
自
動
車
は
減
免

　

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
先
　
税
務
課　

市
民
税
係

■
申
請
期
限
　
５
月
31
日
（
金
）

※
昨
年
度
ま
で
に
減
免
を
受
け
た
方
は
申

　

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
車
両
に

　

異
動
が
あ
れ
ば
再
申

　

請
が
必
要
で
す
。
ご

　

注
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

市
民
税
係

　

☎
内
線
１
３
０
・
１
３
１

自
動
車
税
種
別
割
の
納
付

　

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
で
運
輸
支
局

に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
自
動
車
の
所
有
者

ま
た
は
使
用
者
の
方
に
自
動
車
税
種
別
割

の
納
税
通
知
書
を
発
送
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
納
付
期
限
は
、
５
月
31
日
（
金
）

で
す
。
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ

う
。
転
居
の
た
め
納
税
通
知
書
が
届
か
な

い
方
、
納
税
に
つ
い
て
ご
相
談
の
あ
る
方

は
、
鹿
児
島
県
大
隅
地
域
振
興
局
総
務
企

画
部
県
税
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
大
隅
地
域
振
興
局

　

総
務
企
画
部
県
税
課

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
0
9
3

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度

　

令
和
５
年
４
月
27
日
か
ら
、
所
有
者
不

明
土
地
の
発
生
を
予
防
す
る
観
点
で
、
相

続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得

し
た
土
地
を
手
放
し
て
、
国
庫
に
帰
属
さ

せ
る
制
度
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
制
度
利

用
で
き
る
土
地
に
は
一

定
の
要
件
、
費
用
負
担
も

必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
本
局

　

☎
０
９
９

－

2
1
9

－

2
1
1
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▲詳しくは
　HP から

IT
ビ
ジ
ネ
ス
科【
Ｗ
Ｅ
Ｂ
制
作
】

Ｋ
①
訓
練
生
募
集

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
の
基
本
を
学
び
、
関

係
資
格
の
取
得
を
目
指
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
訓
練
期
間
　（
土
日
・
祝
日
は
休
み
）

　
５
月
24
日
（
金
）
～
10
月
23
日
（
水
）

■
時
間
　
９
時 

～ 

16
時

■
会
場
　
垂
水
パ
ソ
コ
ン
ス
ク
ー
ル

■
必
要
経
費
　
受
講
料
は
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担

■
募
集
期
限
　
５
月
７
日
（
火
）

※
応
募
資
格
等
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

◎
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鹿
屋

　

☎
０
９
９
４

－
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本
町
通
り
会
と
南
本
町
通
り
会

が
合
併
！

　

令
和
６
年
４
月
に
合
併
し
た
中
央
地
区

の
旧
本
町
通
り
会
と
旧
南
本
町
通
り
会
の

新
名
称
が
応
募
総
数
30
件
の
中
か
ら
「
水

の
ま
ち
通
り
会
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
垂
水
市
商
工
会

　

☎
０
９
９
４

－
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Pick Up
１

①休日集団健診の実施
垂水市では、平日、仕事等で忙しくて特定健診等の受診が難しい人のために、休日集団健診を実施します。
この機会にぜひ、受診してみてはいかがでしょうか。

■ 日程　７月 13 日（土）～ 14 日（日）
■ 時間　８時 30 分～（所要時間は１時間程度）
■ 場所　垂水市文化会館
■ 費用　無料
■ 対象者
　 特定健診　　40 歳～ 74 歳の国保加入者
　 長寿健診　　75 歳以上または 65 ～ 74 歳の方
　　　　　　　 で後期高齢者医療保険の加入者
　 若年者健診　20 歳～ 39 歳の国保加入者
■ 検査内容　
　①身体計測　②血圧　③採血　④検尿　
　⑤問診・診察　⑥心電図　⑦眼底検査　

■ 予約方法　電話またはインターネット
※対象の方は、どなたでも受診可能です

※予約完了後、専用の受診票等がご自宅に届きま
　すので、当日はお忘れなくご持参ください。

■ その他
 　特定健診、長寿健診については、５月７日（火）
　 から市内医療機関でも受診可能です。

予約先：県民総合保健センター
予約期間
　６月３日（月）～６月 14 日（金）
　 （土日除く 9 時～ 17 時）

予約電話番号：0570 ー 048916

②人間ドックの費用助成
垂水市が委託する医療機関で人間ドックを受診される方を対象に、検査費用の一部を助成しています。
希望される方は、市民課国保係で助成券を交付しますので、医療機関をご予約後に予約内容がわかるも
のと被保険者証を持参してお手続きしてください。

■ 対象者　次の条件を全て満たす方

① 30 歳以上の国民健康保険加入者または後期高
　 齢者医療保険加入者であること。

② 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料に滞
　 納がないこと。

③ 保険加入期間が６か月以上あること。

④ 人間ドックを受診する年度において、特定健
　 診等を受診しておらず、人間ドックのデータ

　 を健診のデー タとして取り扱うことについて

　 同意をいただける方

■ 助成額　 検査費用の半額（上限 30,000 円）

■ 人間ドック委託医療機関
　 ① 垂水中央病院
 　② 鹿児島厚生連病院健康管理センター
 　③ 南風病院
　 ④ 厚地記念クリニック

問 市民課国保係　☎ 内線 140

▲予約は
　こちら

問 市民課国保係　☎ 内線 140

▲詳しくは
　HP から
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